
日
本
税
理
士
会
連
合
会
会
長
池
田
　
隼
啓
氏
い
け
だ
　
　
と
し
ひ
ろ

　
「
最
も
民
主
的
な
課
税
方
式
」
と
さ
れ
る
申
告
納
税
制

度
を
実
務
面
で
支
え
る
専
門
家
が
税
理
士
。
そ
の
社
会
的

な
役
割
が
広
が
っ
て
い
る
。
納
税
義
務
の
適
正
な
実
現
に

よ
り
国
家
財
政
の
安
定
化
を
支
え
る
だ
け
で
な
く
、
中
小

企
業
の
財
務
実
情
に
精
通
す
る
、
立
場
を
生
か
し
中
小
企

業
政
策
に
も
積
極
的
に
関
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
か

ら
だ
。
税
理
士
制
度
発
足
か
ら

年
を
迎
え
る
の
を
機
に

日
本
税
理
士
会
連
合
会

日
税
連

の
池
田
隼
啓
会
長

に
、
税
理
士
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
聞
い
た
。

中小企業の課題解決に貢献

Ｉｎｔｅｒｖｉｅｗ

　
―
税
理
士
を
取
り
巻
く
社
会

情
勢
の
変
化
を
ど
う
認
識
し
て

い
ま
す
か
。

　
「
税
理
士
は
、
税
理
士
法
の

前
身
で
あ
る
税
務
代
理
法
の
制

定

１
９
４
２
年

以
来
、
納

税
義
務
の
適
正
な
実
現
を
図
る

こ
と
に
よ
り
、
国
家
財
政
の
根

幹
を
な
す
租
税
収
入
の
確
保
に

寄
与
し
て
き
た
。
ま
た
税
理
士

は
税
務
の
専
門
家
で
あ
る
と
と

も
に
、
近
年
は
会
社
法
に
基
づ

く
会
計
参
与
や
税
務
訴
訟
に
お

け
る
補
佐
人
な
ど
活
躍
の
場
が

広
が
っ
て
い
る
。
た
だ
、
本
来

の
税
理
士
業
務
で
は
、
わ
が
国

で
は
年
末
調
整
で
所
得
税
額
が

確
定
し
納
税
が
完
了
し
て
し
ま

う
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
多
い
た

め
、
申
告
納
税
制
度
の
一
翼
を

担
う
税
理
士
制
度
の
社
会
的
意

義
が
な
か
な
か
認
識
さ
れ
て
も

ら
え
な
い
と
の
思
い
も
あ
る
」

　
―
租
税
教
育
に
力
を
入
れ
る

の
は
そ
の
た
め
で
す
か
。

　
「
税
に
関
す
る
意
義
や
役

割
、
機
能
を
幼
少
期
か
ら
知
っ

て
も
ら
う
こ
と
で
納
税
意
識
を

養
う
。
税
理
士
制
度
を
正
し
く

理
解
し
て
も
ら
う
の
も
狙
い

だ
。
税
理
士
会
で
は
、
税
理
士

を
講
師
と
し
て
派
遣
す
る
租
税

教
室
を

年
度
は
４
６
３
４
回

開
催
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
は

小
中
学
校
が
中
心
だ
が
、
今
後

は
高
校
、
大
学
や
教
員
に
も
拡

大
、
充
実
を
図
っ
て
い
く
。
教

育
の
重
要
性
は
政
府
も
認
識
し

て
お
り
、

年
度
税
制
改
正
大

綱
に
も
、
納
税
環
境
整
備
の
一

環
と
し
て
租
税
教
育
が
明
記
さ

れ
て
い
る
」

　
―
税
制
改
正
に
お
い
て
は
例

年
、
日
税
連
の
建
議
が
反
映
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
中
小
企
業
政

策
で
も
積
極
的
な
役
割
が
期
待

さ
れ
ま
す
。

　
「

年
度
の
税
制
改
正
に
対

し
て
は
、
相
続
税
の
連
帯
納
付

義
務
制
度
の
廃
止
や
事
業
承
継

税
制
な
ど

項
目
の
建
議
を
行

っ
た
。
税
制
改
正
の
建
議
は
税

理
士
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
権

利
な
の
で
毎
年
の
活
動
で
あ
る

が
、
確
か
に
中
小
企
業
支
援
に

我
々
の
出
番
は
多
い
と
思
う
。

実
際
、
資
本
金
１
億
円
以
下
の

中
小
・
零
細
企
業
の
実
に
８
割

以
上
に
税
理
士
が
関
与
し
て
お

り
中
小
企
業
の
実
情
を
認
識
し

て
い
る
。
例
え
ば

中
小
企
業

の
会
計
に
関
す
る
指
針

を
日

本
公
認
会
計
士
協
会
や
日
本
商

工
会
議
所
な
ど
と
協
力
し
、
作

成
し
て
い
る
。
中
小
企
業
の
実

態
か
ら
浮
き
彫
り
に
な
る
さ
ま

ざ
ま
な
課
題
が
解
決
さ
れ
る
よ

う
、
橋
渡
し
の
役
を
果
た
し
て

い
き
た
い
」

　
―
税
理
士
の
業
務
や
資
格
取

得
の
見
直
し
な
ど
税
理
士
法
の

改
正
も
求
め
て
い
ま
す
。

　
「

年
の
改
正
か
ら

年
が

経
過
し
、
社
会
経
済
の
変
化
に

対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
り

わ
け
公
認
会
計
士
制
度
改
革
や

司
法
制
度
改
革
に
よ
り
、
隣
接

資
格
の
見
直
し
が
行
わ
れ
る
な

か
、
税
務
の
専
門
家
と
し
て
国

民
か
ら
信
頼
さ
れ
る
制
度
を
ど

う
確
立
し
て
い
く
か
と
い
う
視

点
か
ら
議
論
を
深
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」

　
―
改
正
実
現
へ
向
け
た
動
き

は
。

　
「

年
度
税
制
改
正
大
綱
で

は

見
直
し
へ
向
け
引
き
続
き

検
討
を
進
め
る

と
明
記
さ
れ

た
。

年
夏
に
は
国
税
庁
、
財

務
省
主
税
局
と
と
も
に
税
理
士

法
改
正
に
関
す
る
勉
強
会
を
立

ち
上
げ
、
日
税
連
が
取
り
ま
と

め
た

項
目
の
改
正
意
見
案
に

つ
い
て
検
討
を
重
ね
て
い
る
。

勉
強
会
の
継
続
開
催
に
よ
り
、

意
見
案
の
内
容
を
深
め
、
改
正

へ
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
き

た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
国
民
、
納

税
者
の
目
線
で
必
要
と
さ
れ
る

制
度
を
構
築
す
る
こ
と
が
大
切

で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な

い
」

２月日は税理士の日

　
２
月

日
は
税
理
士
記
念
日
。
税
理
士
法
の
前
身
で
あ
る
税
務
代
理
士
法
が
１
９

４
２
年

昭

２
月

日
に
制
定
さ
れ
、
代
理
人
と
し
て
明
記
さ
れ
た
こ
と
に
由

来
す
る
。
そ
し
て
、
今
年
は
税
理
士
制
度
創
設
か
ら

年
に
あ
た
る
節
目
の
年
で
あ

る
。
申
告
納
税
制
度
の
適
正
な
実
現
を
通
じ
、
国
家
財
政
の
安
定
化
を
支
え
て
き
た

そ
の
歴
史
は
、
戦
後
日
本
が
大
き
な
経
済
発
展
を
遂
げ
、
そ
の
後
の
繁
栄
を
謳
歌
す

お
う
か

る
に
い
た
る
「
成
長
の
軌
跡
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

申
告
納
税
制
度
の
理
念
に
そ
っ
て

税理士制度周年

広
が
る
活
躍
の
場
租
税
教
育
も
積
極
展
開

沖
縄
の
小
学
校
で
実

施
し
た
租
税
教
室

　
税
理
士
法
で
は
税
理
士
の

使
命
を
こ
う
定
め
る
。
「
税

務
に
関
す
る
専
門
家
と
し

て
、
独
立
し
た
公
正
な
立
場

に
お
い
て
、
申
告
納
税
制
度

の
理
念
に
そ
つ
て
、
納
税
義

務
者
の
信
頼
に
こ
た
え
、
租

税
に
関
す
る
法
令
に
規
定
さ

れ
た
納
税
義
務
の
適
正
な
実

現
を
図
る
こ
と
を
使
命
と
す

る
」
―
。

無
料
相
談
を
開
催

　
そ
の
理
念
に
基
づ
き
、
税

理
士
は
税
理
士
業
務
を
行
っ

て
い
る
。
税
務
代
理
や
税
務

書
類
の
作
成
、
税
務
相
談
な

ど
、
納
税
者
の
ニ
ー
ズ
に
応

じ
た
業
務
は
さ
ま
ざ
ま
だ
。

　
ま
た
確
定
申
告
期
に
多
く

の
場
所
で
目
に
す
る
無
料
税

務
相
談
も
積
極
的
に
開
催
し

て
い
る
。
無
料
税
務
相
談
で

は
各
地
の
税
理
士
会
が
、
趣

向
を
凝
ら
し
た
独
自
の
相
談

会
も
展
開
し
て
い
る
。
無
料

税
務
相
談
は
、
確
定
申
告
期

以
外
に
も
、
毎
年

月
の

「
税
を
考
え
る
週
間
」
に
も

開
催
さ
れ
る
。

　
税
務
の
専
門
家
で
あ
る
税

理
士
の
活
躍
領
域
が
、
こ
こ

数
年
、
急
速
に
広
が
っ
て
い

る
。
２
０
０
６
年
施
行
の
会

社
法
で
は
、
税
理
士
、
公
認

会
計
士
が
会
計
に
関
す
る
専

門
的
知
識
を
持
つ
者
と
し

て
、
取
締
役
と
共
同
で
計
算

書
類
を
作
成
す
る
会
計
参
与

制
度
が
創
設
さ
れ
た
。
政
治

資
金
規
正
法
の
改
正
で
、
税

理
士
は
登
録
政
治
資
金
監
査

人
の
有
資
格
者
と
さ
れ
た
。

ほ
か
に
も
、
地
方
公
共
団
体

の
外
部
監
査
制
度
に
税
理
士

の
専
門
知
識
が
活
用
さ
れ
て

い
る
ほ
か
、
成
年
後
見
制
度

で
は
、
社
会
的
弱
者
の
財
産

を
守
る
制
度
の
一
翼
を
担

う
。
税
理
士
は
税
務
の
専
門

家
で
あ
る
と
同
時
に
、
公
益

的
な
活
動
に
対
し
て
も
社
会

の
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る

あ
ら
わ
れ
だ
。

　

年
代
に
約
２
万
人
だ
っ

た
税
理
士
の
数
は
年
々
増
加

し
、

年
代
に
は
６
万
人
を

突
破
。
現
在
は
過
去
最
多
の

７
万
２
５
０
０
人
を
数
え

る
。
税
理
士
が
入
会
す
る
税

理
士
会
は
全
国
に

あ
り
、

そ
の
税
理
士
会
で
日
本
税
理

士
会
連
合
会

日
税
連

が

構
成
さ
れ
て
い
る
。

小
中
学
校
で
教
室

　
日
税
連
が
、
各
地
の
税
理

士
会
を
指
導
、
連
絡
し
な
が

ら
現
在
、
力
を
注
ぐ
事
業
の

ひ
と
つ
が
租
税
教
育
で
あ

る
。
申
告
納
税
を
支
え
る
税

理
士
の
社
会
的
意
義
を
広
く

認
知
し
て
も
ら
う
た
め
に
も

幼
少
期
か
ら
税
に
対
す
る
理

解
を
深
め
て
も
ら
う
こ
と
が

第
一
歩
と
な
る
か
ら
だ
。
各

地
の
税
理
士
会
で
は
、
小
中

学
校
な
ど
に
税
理
士

を
講
師
と
し
て
派
遣

す
る
租
税
教
室
を
開

催
。

年
度
の
開
催

回
数
は
４
６
３
４
回

を
数
え
る
。
教
材
も

独
自
に
企
画
、
編
集

し
て
お
り
、
な
か
で

も
小
学
生
向
け
に
作

成
し
た
ア
ニ
メ
教
材

は
好
評
と
い
う
。

　
こ
う
し
た
租
税
教

育
の
活
動
は
大
学
向

け
に
も
寄
付
講
座
と

し
て
実
施
し
て
お

り
、
こ
れ
ま
で
に
東

大
、
一
橋
大
、
福
岡
大
な
ど

全
国

大
学
に
開
設
し
て
い

る
。

　
租
税
教
育
の
重
要
性
に
つ

い
て
は
、
政
府
も
認
識
し
て

お
り
、

年
度
税
制
改
正
大

綱
に
は
そ
の
必
要
性
が
初
め

て
明
記
さ
れ
た
。

年
に

は
、
国
税
庁
、
文
部
科
学
省

お
よ
び
総
務
省
と
の
間
で

「
租
税
教
育
推
進
関
係
省
庁

等
協
議
会
」
も
発
足
。
日
税

連
も
賛
助
会
員
と
な
っ
た
。

日
税
連
の
池
田
隼
啓
会
長
は

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
が

「
具
体
的
な
動
き
が
広
が
っ

て
い
る
」
と
手
応
え
を
実

感
。
今
後
は
教
員
向
け
研
修

の
実
現
に
も
力
を
注
ぐ
構
え

だ
。税

制
改
正
で
建
議

　
将
来
を
見
据
え
た
啓
発
活

動
や
情
報
発
信
の
一
方
で
、

税
理
士
に
は
国
民
生
活
や
企

業
活
動
に
直
結
す
る
制
度
構

築
へ
の
役
割
も
期
待
さ
れ
て

い
る
。
日
税
連
は
、
各
税
理

士
会
の
意
見
を
集
約
し
て
、

財
務
省
な
ど
に
対
し
、
税
制

や
税
務
行
政
の
改
善
に
つ
い

て
建
議
を
行
っ
て
い
る
。

年
末
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

年
度
税
制
改
正
大
綱
で
は
、

相
続
税
の
連
帯
納
付
義
務
制

度
の
廃
止
や
事
業
承
継
税
制

な
ど
、
日
税
連
が
建
議
し
た

多
く
の
項
目
が
取
り
上
げ
ら

れ
た
。

　
折
し
も
、
１
月
末
に
開
会

さ
れ
た
通
常
国
会
は
「
消
費

増
税
国
会
」
。
社
会
保
障
と

税
の
一
体
改
革
と
、
そ
れ
に

伴
う
消
費
増
税
な
ど
税
に
ま

つ
わ
る
重
要
課
題
が
山
積
す

る
な
か
、
日
税
連
の
役
割
は

一
層
重
み
を
増
し
て
い
る
と

い
え
る
。
　

（ ） 【広告特集】 ２０１２年 平成２４年 ２月２３日 木曜日 　　


